
地域見守り協定に基づく協力体制

高齢者等

警察署・消防署通報 通報

①訪問 ③現地確認及び支援

④報告及び見守り依頼

笠岡市社会福祉協議会

⑤事後見守り
⑤事後見守り⑤事後見守り

（市から依頼があった場合）

④見守り依頼※

笠岡市
　・地域包括ケア推進室
　・長寿支援課
　・笠岡市地域包括支援センター
　・子育て支援課
　・地域福祉課

協定先

連
携

連
携

連　携
②連絡

※個別協議により支援が必要と判断した場合


